
平成 19年 9月 3日 
 

重要なお知らせ 
警報器サギ事件発生（我孫子地区）ご注意ください 

 
平素は、東日本ガスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 
さて、昨日千葉県我孫子市内にて、警報器取り付けを装った被害が発生いたし

ましたのでご注意くださいますようお知らせいたします。 
 
【状況報告】 
・ お客さまが家の前の道路にいた際、紺の上下作業服を着た男性 1名が「警報
器交換訪問に来ました」と話かけ、自宅内に入り警報器と称した“警報機能

を果さない”呼び鈴のような機械を取り付けました。 
被害金額は 9,800円です。 
以下、現場の写真をご覧いただき充分ご注意くださいますようお願い申し

上げます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
また、ご近所にもその不審な紺の上下作業服を着た男性は訪問しておりました

が、未遂に終わっています。 
 
 
 

 ・9,800 円支払った際の領収
書です。 
※このような社印のない領収書

には気をつけてください  ・一見、警報器のようですが、警報機能は

果さない機械です。 



当社を装った不審者について 

最近、当社と全く関係のない者が「東日本ガス」または「ガ

ス会社」を名乗り、お客さま宅を訪問し、不審な行動をとる

といったことが発生しております。 

東日本ガスの社員および当社の委託を受けた係員は、 

お客さまのお宅を訪問させていただく際は必ず

身分証明書を携帯しておりますので、お求めが

あればいつでもご提示致します。 

少しでも不審と感じたり疑問に思った時には、身分証明書の

提示をお求めいただきますようよろしくお願いいたします。 

また、当社では「警報器の満期交換」「ガスメーターの満期

交換」「保安調査」の委託を受けた係員がご訪問の際にお客

さまから費用をいただくことはありません。 

 
不審者の訪問に関してのご連絡は下記までお願い致します。 

 
・取 手 本 社  ０１２０－３７０－４１４ 

 
・我孫子事務所  ０１２０－８２３－８８０ 

 
・栄 事 業 所  ０１２０－５９６－３５８ 


